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職業紹介事業の取扱職種の範囲等

・当社の取扱業務範囲は、全職種です。

・取扱い地域は、日本国内 です。

紹介手数料に関し、下記の内容で厚生労働大臣に届出を行い、受理されております。

実際に適用する手数料につきましては、契約書により下記の範囲内で定めた手数料を

適用させていただきますので、個々の職業紹介における手数料については、契約書で

ご確認ください。

初年度理論年収(税引前支給予定額をいい、賞与その他の諸手当を含む)の35%の手数料

率を基本とさせていただきますが、案件の難易度ごとにご相談となります。

当社は、紹介した方が短期退職した場合に手数料を返戻する制度を設けています。

返戻条件等の詳細については、契約書の該当条項をご確認ください。


